
令和5年7月5日

高等裁判所事務局総務課長

地方裁判所事務局総務課長

家庭裁判所事務局総務課長

殿
殿
殿

最高裁判所事務総局秘書課参事官佐藤彩香

文書事務における知識付与を行うためのツールの改訂につい

て（事務連絡）

平成31年3月7日付けで文書事務における知識付与を行うためのツールを送付

しました（令和2年3月24日付けで「一元的な文書管理システム教材」について

は改訂版を送付）が、その後の関連通達の改正等を踏まえて、別添のとおり改訂し

ました。各庁における研修や日常の職員指導等で使用したり、文書事務に関する知

識の習得や確認のために用いることができるよう職員に配布したりするなどして、

適宜、活用してください。

なお、今回送付するツールの内容は別紙1のとおりで、主な改訂点は別紙2のと

おりです。



(別紙1）

項目 説明事項 資料

文書管理

司法行政部門の意思決定 ○ ○

文書管理事務の根拠となる通達等 ○ ○

司法行政文書とは ○ ○

文書管理体制 ○ ○

電子決裁システム ○

司法行政文書の作成 ○ ○

司法行政文書の整理 ○ ○

司法行政文書の保存 ○ ○

延長・廃棄 ○ ○

点検・監査 ○ ○

文書管理者の役割 ○ ○

文書管理の電子化 ○ ○

文書開示

文書開示の概要、手続等 ○

司法行政文書の書き方

司法行政文書の書き方 ○ ○

通達の改正 ○ ○



(別紙2）

文書事務における知識付与を行うためのツール(R5. 7

月版）の主な改訂点

1 文書管理

・ 電子決裁システム(EASY)の概要、マニュアルの格納場所や登録方法

等を記載（｢電子決裁システム｣、 「司法行政文書の作成」等）

. 帳簿による登録や資料登録の説明を追加（｢司法行政文書の作成｣）

・ 常用文書の説明を追加（｢司法行政文書の整理｣）

・ 紛失・誤廃棄等を防止するための注意点の追加（｢司法行政文書の整理｣、

「司法行政文書の保存｣、 「延長・廃棄」等）

・ 文書の電子的管理の流れ及びウェブサイトやSNS等の取扱いについて

記載（｢文書管理の電子化｣）

2文書開示

執務資料を一元化する観点から、全体を一通のコンパクトな資料にまとめ

る改訂を行った。

（さらに理解を深めたい場合は、司法行政文書開示手続の手引、動画資料（初

級編）及び動画資料（実践編）を参照いただくことを想定している｡）

3 司法行政文書の書き方

「公用文作成の考え方」 （令和4年1月11日付け内閣文第1号内閣官房長

官通知に掲げる文化審議会建議）が示されたことによる改訂



本文中の略語

●管理通達・ ・ ・平成24年12月6日付け最高裁秘書第003545号事務総

長通達「司法行政文書の管理について」

●最高裁実施通達・ ・ ・平成24年12月6日付け最高裁秘書第003546号

秘書課長通達「最高裁判所における司法行政文書の管理の実施等について」

●下級裁実施通達・ ・ ・平成24年12月6日付け最高裁秘書第003547号

秘書課長通達「下級裁判所における司法行政文書の管理の実施等について」

●実施細目・ ・ ・最高裁実施通達記第1の2の(1)又は下級裁実施通達記第1の2

の(1)若しくは(2)により定める実施細目

●秘密文書管理要領・ ・ ・平成30年11月30日付け最高裁秘書第4957号

秘書課長通達「秘密文書管理要領について」

●平成30年6月29日付け秘書課長事務連絡・ ・ ・平成30年6月29日付け

秘書課長事務連絡「管理通達等の運用における留意事項について」

●留意事項事務連絡・ ・ ・令和4年11月18日付け秘書課長事務連絡「管理通

達等の運用における留意事項について」

●電子的管理運用事務連絡・ ・ ・令和4年11月18日付け秘書課長事務連絡

「電子的管理を基本とする文書管理の運用について」



廊章壺司
司法行政部門の意思決定

【権限】

＞ 司法行政事務を行う主体は、当該事務を行う権限を持つ者であるから、あ

る事務を行おうとするときは、その事務を行う権限を有する者が意思決定を

する。つまり、意思決定の権限を有する者は、その事務を行う権限を有する

者である。

＞ 司法行政事務を行う権限を有する者は、法令、通達等によって定まる。

＞ 例えば、ある事務が、通達等で各裁判所が行うものとして定められている

場合には、各裁判所の裁判官会議がその事務を行う権限を有する者となる（

裁判所法第20条第1項、第29条第2項、第31条の5）が、各裁判所で

定める司法行政事務処理規程等によって、長官又は所長に当該事務を行う権

限が委任されている場合（下級裁判所事務処理規則第20条第1項参照）に

は、長官又は所長がその事務を行う権限を有する主体となる。ただし、庁に

よっては、当該裁判所の長から事務局長等の下位の者に更に委任されている

場合がある。

【決裁】

＞ 司法行政事務の意思決定は「決裁」によって行われる。

＞ 最終決裁者は、意思決定の権限を有する者（その意思決定に係る事務を行

う権限を有する者）である。

＞ 決裁文書を起案するときは、決裁事項の内容に応じて、法令、通達その他

の資料を調査して、当該意思決定の権限を有する者を確認する必要がある。

【専決】

＞ 通常は、最終決裁者は、法令、通達等で定められているその事務を行う権

限を有する者（本来の意思決定の権限を有する者）であるが、本来の意思決

定の権限を有する者があらかじめ補助者に本来の意思決定の権限を有する者



の名において決裁し得る権限を付与している場合がある。このような場合に、

補助者が決裁することを専決といい、最終決裁者は補助者となる。

＞ 専決により文書を発出するときは、文書の発出名義は、本来の意思決定の

権限を有する者の名となることに留意する。

＞ 例えば、所長から事務局長に対して専決権限が与えられている場合には、

発出名義が所長である文書の決裁を事務局長が行うことになる。

【補助者の名において事務を行う権限の委任】

＞ 本来の意思決定の権限を有する者があらかじめ補助者に補助者の名におい

て事務を行う権限を委任している場合がある。この場合には、最終決裁者は、

委任された補助者となり、文書の発出名義も補助者となる。

＞ 例えば、所長から事務局長に対して補助者の名において事務を行う権限が

委任されている場合には、発出名義が事務局長である文書の決裁を事務局長

が行うことになる。

【代決】

二 最高裁実施通達記第3の5の(1)では、本来の意思決定の権限を有する者が

出張等により不在であるときに、特に緊急に処理しなければならない決裁文

書について、本来の意思決定の権限を有する者の直近下位の者が内部的に代

理の意思表示をして決裁することの意味で用いられている。

＞ 代決により文書を発出するときは、文書の発出名義は、本来の意思決定の

権限を有する者の名となることに留意する。

＞ 例えば、事務局長が所長不在時の代決者と指定されている場合には、発出

名義が所長である文書の決裁を事務局長が行うことになる。
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這司
文書管理事務の根拠となる通達等

【公文書管理法の趣旨・目的】

＞ 適切な公文書等の管理体制を確立するため、平成23年4月1日に

「公文書等の管理に関する法律」 （公文書管理法）が施行された。

＞ 公文書管理法第1条では、公文書等が、健全な民主主義の根幹を支え

る国民共有の知的資源であるとした上で、行政文書等の適正な管理等を

図り、 もって行政が適正かつ効率的に運営されるようにするとともに、

国及び独立行政法人等の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説明

する責務が全うされるようにすることを目的として規定している。

＞ 公文書管理法における行政文書の管理についての規定は、裁判所には

直接適用されないが、同法附則第13条2項において、裁判所の文書の

管理の在り方については、同法の趣旨、裁判所の地位及び権能等を踏ま

え検討を行うことと規定されている。

【裁判所における文書管理事務の根拠となる通達等】

<管理通達及び実施通達〉

＞ 裁判所における司法行政文書の管理については、公文書管理法の趣旨

を踏まえて、管理通達、最高裁実施通達及び下級裁実施通達（以下「管

理通達等」 という。 ）が定められている。

<実施細目〉

＞ 下級裁判所において、管理通達及び下級裁実施通達の実施に当たって

は、各庁の実情を踏まえた個別具体的な細目を定める必要があるため、

下級裁実施通達記第1の2に基づき各庁で実施細目が定められている。

※実施細目に関連する下級裁実施通達上の定め



・ 総括文書管理者及び文書管理者がそれぞれ行うこととされている事務に

ついて実施細目に定める場合の協議（記第1の2の(1)ただし書き）

・ 送付を受けた司法行政文書について、主管課等又は主管係が不明である

場合に、当該司法行政文書の受付事務を行う部署（記第2の1の(4)）

・ 総務課等において他の主管課等宛ての封書（ 「秘」 、 「親展」等の表示

のあるものを除く。 ）の開封及び司法行政文書の受理手続を行う場合（記

第2の8）

・ 決裁の区分及び種別（記第3の1の(2)）

・ 司法行政文書の閲覧及び借出しの手続（記第6の2）

・ 本庁と管内の支部等との間の司法行政文書の取扱い（記第13の2）

<その他の通達等〉

文書管理に関する通達としては、管理通達等のほか、人事管理文書等

の保存期間等について定めた「人事管理文書等の保存期間等について」

と秘密文書（公表しないこととされている情報が記録された司法行政文

書のうち秘密保全を要する司法行政文書）の管理に関し必要な事項につ

いて定めた秘密文書管理要領がある。

管理通達等の運用に当たっての留意事項を記載する事務連絡として、

平成30年6月29日付け秘書課長事務連絡、留意事項事務連絡及び電

子的管理運用事務連絡がある。

＞

＞

！
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文書管理事務の根拠となる通達等

〔 司法行政文書の管理事務の根拠となる通

、管理通達…裁判所の文書管理の根幹を定める通達（管理通達記第1の1）

最高裁実施通達…最高裁判所における文書管理を実施するために必要な事項を定める通達（管理通達記第11）

●下級裁実施通達…下級裁判所における文書管理を実施するために必要な事項を定める通達（管理通達記第11）

●実施細目…管理通達と実施通達の実施に必要な事項を定めるもの（下級裁実施通達記第1の2）

●平成29年3月6日付け最高裁秘書第702号事務総長通達｢人事管理文書等の保存期間等について」

●秘密文書管理要領…秘密文書の管理の実施について必要な事項を定める通達

●平成30年6月29日付け秘書課長事務連絡

●電子的管理運用事務連絡留意事項事務連絡

と －

<参考〉行政機関等における文書管理事務の根拠となる法令等

●公文書管理法…公文書等の管理に関する法律(平成21年法律第66号）

●公文書等の管理に関する法律施行令(平成22年政令第250号）
●行政文書の管理に関するガイドライン(平成23年4月1日内閣総理大臣決定）



「
４文書管理事務の根拠となる通達等

｝（ 体系

－1
公文書管理法

文書管理の基本的事項を定める法律
公文書管理法の趣旨※

(公文書管理法第1条）

①行政の適正かつ効率的な運営

②現在及び将来の国民に対する説明責任

等＝健全な民主主義の根幹を支える国民共有の

知的資源

<目的〉

公文書

L ＝ノ
b

達等 、リ

ｂ
７ Iめる通達 個別の文書に関する通達

↓↓ ･人事管理文書等の保存期間等について
人事管理文書等の保存期間等について定める
通達下級裁実施通達

下級裁における文書管理を実施す
るために必要な事項を定める通達 ･秘密文書管理要領

管理通達記第10の12の定めに基づき､秘密
文書の管理に関する細則を定める通達

且（
H30.6.29付け秘書課長事務連絡､留意事項事務連

絡､電子的管理運用事務連絡
管理通達及び実施通達の運用上の留意事項を記載

缶

実施細目(局課等ごとの定め）
局課等の長が､管理通達及び最高裁実施通達の実施に
必要な細目的事項を各局課等の実情に応じて定めるもの

実施細目(高裁､地家裁ごとの定め）
高裁長官及び地家裁所長が､管理通達及び下級裁実施通達の
実施に必要な細目的事項を各庁の実情に応じて定めるもの ．



「霊萌章章司
司法行政文書とは

【司法行政文書の定義】

＞ 司法行政文書とは、裁判所の職員が職務上作成し、又は取得した司法

行政事務に関する文書（図画及び電磁的記録（電子的方式l磁気的方式

その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録

をいう。）を含む。 ）であって、裁判所の職員が組織的に用いるものと

して、裁判所が保有しているものをいう。 （管理通達記第1の2の(1))

※公文書管理法第2条4項及び情報公開法第2条2項と同様の定義となって

いる。

＞ 職員は、文書管理者の指示に従い、裁判所における経緯も含めた意思

決定に至る過程及び裁判所の事務の実績を合理的に跡付け、又は検証す

ることができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除き、

文書を作成しなければならない。 （管理通達記第3の1）

＞ 「組織的に用いる」 といえるかは、①文書の作成又は取得の状況、②

当該文書の利用の状況、③保存又は廃棄の状況などを総合的に考慮して、

実質的に判断することになる。具体的には、①文書の作成又は取得の状

況としては、職員個人の便宜のためのみに作成又は取得しているかどう

かや、直接的又は間接的に管理監督者の指示等の関与があったかどうか

を、②文書の利用の状況としては、業務上必要として他の職員又は部外

に配布されたものであるかどうかや、他の職員がその職務上利用してい

るものであるかどうかを、③保存又は廃棄の状況としては、専ら当該職

員の判断で処理できる性質の文書であるかどうかや、組織として管理し

ている職員共用の保存場所で保存されているものであるかどうかをそれ

ぞれ考慮することになる。 （ぎようせい「実務担当者のための逐条解説

公文書管理法・施行令」 23ページ参照）



＞ 組織とは、裁判所としてというだけではなく、課、担当係等、職務を

遂行する各種の単位が想定される。

＞ 「保有している」 とは、文書を所持している状態、すなわち事実上支

配している状態をいう。 （前掲24ページ参照）

※〈参考〉平成28年度（最情）答申第15号

＞ 司法行政文書には、 1年以上の保存を要する文書と保存期間を1年未

満とする短期保有文書がある。

※それぞれ整理や廃棄の仕方が異なるので注意する。

＞ 司法行政文書は、司法行政文書開示申出手続の対象となる。 これによ

り、対象となった文書の内容が開示され、国民に対する責任説明が全う

される。



司法行政文書とは

）司法行政文書の定義

事務に関する文書 (図画及び電磁的記録①裁判所の職員が職務上作成し、

(電子的方式､磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録を

いう｡）を含む｡）であって、

②裁判所の職員が組織的に用いるものとして、

③裁判所が保有しているものをいう。 ＊管理通達記第1の2の(1)
、 ノ
｢組織的に用いる｣とは？＞

寺次の点などを総合的に考盧して実質的に判断

①文書の作成又は
取得の状況

〆職員個人の便宜のためのみに作成又は取得しているかどうか

ゾ直接的又は間接的に管理監督者の指示等の関与があったかどうか

〔②当該文書の利用状況］②当該文書の利用
ゾ業務上必要として他の職員又は部外に配布されたものであるかどうか
ゾ他の職員がその職務上利用しているものであるかどうか

〔③保存又は廃棄の状況｝③保存又は廃棄の状況 y専ら当該職員の判断で処理できる性質の文書であるかどうか
y組織として管理している職員共用の保存場所で保存されているものであるかどうか

＞ ｢保有している｣とは？
－一一一一一

今文書を所持している(事実上支配している)状態をいう。



「霊萌章壼司
文書管理体制

【管理体制の意義】

＞ 適正な文書管理を確保するため、管理通達において、司法行政文書の

管理体制について定めている。

総括文書管理者、副総括文書管理者、文書管理者、文書管理担当者及

び監査責任者には、それぞれの立場に応じた事務が与えられており、そ

れぞれの事務を適切に行い、相互に連携することにより文書管理体制を

機能させることが適正な文書管理の確保に資する。

全ての職員は、管理通達、実施通達及び関連する法令等並びに総括文

書管理者及び文書管理者の指示に従い、司法行政文書を適正に管理しな

ければならない。 （管理通達記第2の6）

＞

＞

【総括文書管理者】 （管理通達記第2の1）

＞ 裁判所ごとに当該裁判所全体の文書管理事務を総括する者として置か

れており、高等裁判所、地方裁判所及び家庭裁判所においては、事務局

長が総括文書管理者とされている。

【副総括文書管理者】 （管理通達記第2の2）

＞ 総括文書管理者を補佐する者として、副総括文書管理者が置かれてい

る。副総括文書管理者は、高等裁判所､地方裁判所及び家庭裁判所にお

いては事務局総務課長とされている。

【文書管理者】 （管理通達記第2の3）

＞ 文書管理者は、文書管理に関する責任の所在を明確にし、適正な文書

管理を確保するため、文書管理の実施の責任者として下級裁判所の課及



び下級裁判所の裁判部ごとに置かれている。

文書管理者は、下級裁判所の課においては下級裁判所の課の長等とさ

れている。下級裁判所の裁判部においては、首席書記官及び首席家庭裁

判所調査官等が文書管理者とされている。

文書管理者は、管理の実施の責任者として、標準文書保存期間基準

（保存期間表）の作成及び変更のように、職員が文書管理を行う上で基

準となるものを定め、ファイル管理簿（総括文書管理者が調製した庁全

体のファイル管理簿は、インターネットで公表するとともに、総務課に

備え置き、一般の閲覧に供される。 ）への記載及び削除を行う等、文書

管理の適正を確保するために重要な役割を担っている。

＞

＞

【文書管理担当者】 （管理通達記第2の4）

妄 文書管理者を実務的に補佐する者として、下級裁判所の課及び下級裁

判所の裁判部ごとに文書管理担当者が置かれている。

＞ 文書管理担当者は、下級裁判所の課においては、企画官、課長補佐、

専門官、係長等、裁判部においては、訟廷管理官、訟廷副管理官、裁判

員調整官、総括主任書記官、主任書記官、係長、総括主任家庭裁判所調

査官、主任家庭裁判所調査官等から文書管理者が指名する。

【監査責任者】 （管理通達記第2の5）

＞ 監査責任者は、文書管理に関するコンブライアンスを確保するため、

各文書管理者における管理通達及び関連する法令等の遵守状況を把握し

改善を図るため、監査を企画・実施する者として置かれている。

＞ 監査責任者は、高等裁判所、東京地方裁判所及び大阪地方裁判所にお

いては文書企画官、地方裁判所（東京地方裁判所及び大阪地方裁判所を

除く。 ）及び家庭裁半ll所においては事務局総務課長とされている。



1
、
』文書管理体制

監査責任者
司法行政文書の管理の状

Lp各裁判所全体の

文書管理事務を総括事 況について監査を実施

(高裁､東京地裁､大阪地裁）

文書企画官

(その他の地裁｡家裁）

塔事務局総務課長

務局長

総括文書管理者

補佐

副総括文書管理者
総括文書管理者を補佐する者

事務局総務課長､文書企画官等

文書管理の実施の責任者

(課)事務局課長等

(裁判部)首席書記官、
r k

LJ

首席家庭裁判所調査官等

文書管理者を補佐する者文書管理者を補佐する者
文書管理者

(課)企画官､課長補佐、(課)企画官､課長補佐、

専門官､係長等

(裁判部)訟廷管理官､訟廷副管理官、

裁判員調整官､総括主任書記官､主任

書記官､係長､総括主任家庭裁判所調

査官、主任家庭裁判所調査官等

専門官､係長等

(裁判部)訟廷管理官､訟廷副管理官、

裁判員調整官､総括主任書記官､主任

書記官､係長､総括主任家庭裁判所調

査官、主任家庭裁判所調査官等

補佐

文書管理担当者

」
蟇震薑蕊亨鬘塁譜壽針 に従い

職員 司法行政文書を適正に管理

、 今管理通達記第



｢一読萌章壺司
電子決裁システム

【電子決裁システム(EASY)の概要】

電子決裁システム(EASY) とは、司法行政文書の受理（供覧） 、

起案（決裁） 、発送、保存、廃棄その他司法行政文書の管理を総合的に

行うための情報システムをいう。 （管理通達記第1の2の(8)）

電子決裁システム(EASY)は、公文書管理法に基づく文書管理の

ルールにのっとり、各行政府省の円滑な文書管理業務を支援するため、

府省共通として開発されたシステムであり、裁判所においても導入して

いる。

支部（知的財産高等裁判所を除く。 ） 、出張所及び簡易裁判所を除き、

電子決裁システム(EASY)を利用する。 （下級裁実施通達記第13

の1）

文書管理は電子決裁システム(EASY)によって行われるものであ

り、 ファイル管理簿を生成するものであるため、電子決裁システム(E

ASY)への登録漏れや誤りは、後の文書管理に支障を生じさせるおそ

れがあるから、必要な登録を適時かつ確実に行う必要がある。また、シ

ステムの仕様上、文書の受付、起案、決裁・供覧、施行及び保存の各処

理を適切に行い、 「処理完了」の状態となってファイルに格納（登録）

されるため、保存開始時に当該状態であることを確認することが必要で

ある。

＞

＞

＞

＞

【主な利用場面】

＞ 司法行政文書の受理（下級裁実施通達記第2の5）

＞ 起案文書の文書管理情報の登録（下級裁実施通達記第3の1 、第3の



3）

＞ 文書の発送（システムによる施行） （下級裁実施通達記第3の6）

＞ 電子文書の電子決裁システム等への保存（下級裁実施通達記第8の1）

＞ 延長後の保存期間及び保存期間の満了する日又は廃棄の旨の登録（下

級裁実施通達記第1 1）

＞ フアイル管理簿及び廃棄簿の調製（管理通達記第6の1の(1)、第7の

3の(4)）

【操作方法】

電子決裁システム(EASY)の操作方法については、次の資料を参照す

る（いずれもシステム内上部「マニュアル」に格納） 。

＞ 「電子決裁システム(EASY)マニュアル（裁判所用) (文書管理者、

総括文書管理者業務編） 」

＞ 「電子決裁システム(EASY)マニュアル（裁判所用） 受付、決

裁・供覧業務編」

＝ 「廃棄簿等・ファイル管理簿作成手順書等一式」

＞ 「異動等登録手順等一式」

＞ 「電子決裁システム総合マニュアル」 （デジタル庁作成）

＞ 「電子決裁システム業務別ハンドブック」 （デジタル庁作成）



「霊萌悪司
司法行政文書の作成

【職員の文書作成義務】

＞ 職員は、文書管理者の指示に従い、裁判所における経緯も含めた意思

決定に至る過程及び裁判所の事務の実績を合理的に跡付け、又は検証す

ることができるよう、司法行政文書を作成しなければならない。ただし、

処理に係る事案が軽微なものである場合は除く。 （管理通達記第3の1）

ここで「事案が軽微なものである場合」 としては、事後に確認が必要

とされるものではなく、文書を作成しなくとも職務上支障が生じず、か

つ、事案が歴史的価値を有さないような場合などが考えられ、所掌事務

に関する単なる照会や問合せに対する応答、裁判所内部における日常的

業務の連絡や打合せなどが想定される。

＞ 司法行政文書の作成については、法令等の定めにより紙媒体での作

成又は保存が義務付けられている場合、電子的管理によってかえって

業務が非効率になる場合、賞状の作成など手書きによることがふさわ

しい場合等を除き、電子媒体により作成することを基本とする。 （管

理通達記第3の4，電子的管理運用事務連絡記1の(1)）

※職員は、管理通達別表「事項」の欄に掲げる事項に係る業務を行うときは、

同表の業務の区分、業務に係る司法行政文書の類型及び具体例を参酌して文

書を作成する（管理通達記第3の2） 。あわせて、所掌している事務の性質

に合わせて各文書管理者が定める標準文書保存期間基準（保存期間表）を参

酌して文書を作成する。

※職員は、文書作成義務（管理通達記第3の1）に基づき、裁判所内部の打

合せ又は裁判所外部との折衝等を含む、管理通達別表「事項」の欄に掲げる

事項に関する業務に係る政策立案、事務の実施の方針等に影響を及ぼす打合

せ等の記録については、文書を作成する。 （管理通達記第3の3）

二 司法行政文書（短期保有文書を除く。 ）を起案したときは、件名、



起案した日や文書番号等の文書管理情報を電子決裁システムに登録する。

（下級裁実施通達第3の1の(1)のア）

※原則1件ずつ登録を行うが、定型かつ多数の文書を扱う際などには効率的

ではないため、帳簿による登録（帳簿を作成・登録して管理）や資料登録の

方法（同種かつ多数の文書を起案する場合） も認められている。 （下級裁実

施通達記第3の1の(1)のイ、留意事項事務連絡記第3の2）

・ 帳簿による登録・ ・文書ごとの文書管理情報を記載した帳簿を作成し、

同帳簿を司法行政文書として電子決裁システムに登録して管理する方

法

・ 資料登録・ ・同種かつ多数の文書を起案する場合に、当該文書をまと

めて1件登録する方法

【作成する文書の正確性確保について】

＞ 文書の作成に当たっては、文書の内容の正確性を確保することも重要

である。正確性確保のため、文書の内容について原則として複数の職員

による確認を経た上で、文書管理者が確認し、文書の作成について指示

があったものについては、その指示を行った者の確認も経るようにする。

（管理通達記第3の5） この確認のプロセスは、通常、決裁を通じて行

われる。

※裁判所外部の者との打合せ等の記録の作成に当たっては、裁判所の出席者

による確認を経るとともに、可能な限り、相手方による確認等により正確性

の確保を期する。相手方の発言部分等について記録を確定し難い場合は、そ

の旨を判別できるように記載する（管理通達記第3の6） 。 （具体的な記載

方法については、平成30年6月29日付け秘書課長事務連絡記1参照）

～参考～

●司法行政文書の取得

司法行政文書の取得にあたっても、司法行政文書の作成と同様、電子媒体による

ことが基本である。 （管理通達記第3の4）

〔受付〕



・ 司法行政文書の受付事務は、総務課等（事務局総務課、庶務第一課、事務課、

庶務課又は事務部第一課）が行うが、電子決裁システム、電子メール、ファクシ

ミリ、使送等により送付された司法行政文書を事務局の課等又は名宛人が直接受

領するときは、 当該事務局の課等又は名宛人において取り扱う。 （下級裁実施通

達記第2の1の(1)）

・ 総務課等は、受付手続を終えた司法行政文書を主管課等に速やかに配布する。

（下級裁実施通達記第2の3の(1)）

〔受理〕

・ 主管課等は、司法行政文書を直接受領し、又は配布を受けたときは、いつ文書

を受領したのかが分かるよう文書の受理を行う。

・ 主管課等は、司法行政文書を直接受領し、又は配布を受けたときは、電子決裁

システムの受付の機能を利用して、件名、受理した日、文書番号等の文書管理情

報を登録することにより受理を行う。電子決裁システムを利用しない支部等につ

いては、文書受理簿に所要の事項を記載する方法により行う。 （下級裁実施通達

記第2の5の(1)のア）

※短期保有文書は、電子決裁システムへの登録又は文書受理簿への記載を要し

ない。

・ 電子文書以外の文書には、第1ページの余白に受理印を押し、受理した日と主

管課等名を明らかにするとともに、受理印の受理番号の箇所に進行番号を記載す

る。 （下級裁実施通達記第2の5の(3)）

※短期保有文書は、進行番号を取らないので、受理印の受理番号の箇所は記載

しない。



司法行政文書の作成

管理通達記第sの1

職員は､文書管理者の指示に従い､裁判所における経緯も含めた意思決定に至る過程及び
裁判所の事務の実績を合理的に跡付け､又は検証することができるよう､処理に係る事案が
軽微なものである場合を除き､司法行政文書を作成しなければならない。

管理通達記第Sの4

文書については､法令等の定めにより紙媒体での作成又は保存が義務付けられている場合、

電子的管理によってかえって業務が非効率となる場合等を除き､電子媒体により作成又は取〆得することを基本とする。
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司法行政文書の作成
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／ －－
●裁判所外部の者との打合せ等の記録の作成に当たっては…

裁判所の出席者による確認を経る。 相手方による確認等により、正確性の確保を期する。

相手方の

発言部分等の
一－

、 今管理通達記第3の6

し ノ
ノ

原

作成指示者

打合せ等の相手方



司法行政文書の作成
電子決裁ｼｽﾃﾑ(EASY) ）ステム(EASY)(1年以上保存する文書）

範 りは､後の文書管理に支障(文書の検索ができない､あるべき文書EASYへの入力の漏れや誤

u

見当たらないなど)を生じさせるおそれがあるため､必要な登録を適時かつ確実に行う必要がある。
－－－ノ

○受理｡起案
原則
具リ 」 、 定型かつ多数の文書を扱う際などにおいて､］件ずつ－、

貫くことは事務の効率性を損なう登録するという原貝｜

星録

、 ‐ノ

(例えば､特定の膨大な業務を効率的に処理することを

目的とする情報システムにおいて扱う文書など)。

~－! "M/! ~･Mj－－ 、

文書管理者の判断により、

1． 帳簿による登録(帳簿を作成･登録して管理）

2。 資料登録(同種かつ多数の文書を受理･起案する場合）

によることができる。
ノ

＊1下級裁実施通達記第2の5の(1)のイ、同第3の1

の(1)のイ､留意事項事務連絡記第3の2

〆
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Ｉ
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、
』司法行政文書の作成

司法行政文書の電子管理システム(EASY)への登録

保存期間が1年以上の司法行政文書を受理又は起案したときは､原貝ﾘとして､次の事項をEASYに
登録する。

（下級裁実施通達記第2の5の(1)、同第3の1の(1)）

、/【受理】
・件名

・受理した日

・文書番号

・金銭等添付文書の場合は
‘ 金額､種類､数量等
、

価
・
・
・

′【 、

決裁の区分

秘密文書の指定区分及

び指定期間満了日(秘

密文書に指定された場
合に限る）

起案】

・件名

・起案した日

・文書番号

・大分類、中分類､小分
類

、2共有区分

●
●

－ノ ノ

大分類 （文書管理第一）通達分類

中分類制定・改廃

名称（小分類） 通達の制定・改廃（令和4年度）

10年保存期間



司法行政文書の作成 帳簿による登録と資料登録の使い

資料登録帳簿による登録

対象文書をまとめて管理する。文書を1件ずつ文書管理情報により管理

する。

｡文書を1件ずつ管理･抽出して事務の実

績の合理的な跡付けを行う必要のある

文書

･合理的かつ効率的な文書開示への対応

が特に必要とされる文書

・その他､国民への説明責任を果たす場

面においてより適切な文書の取扱いが

求められる事案に係る文書

特徴

･定型的な文書を単に執務の参考とする

ために資料としてまとめて1年以上保

存する場合

･定型的な内容の意思決定がされている

文書であって識文書の1件ごとに文書

管理情報によって管理しなくても､文

書開示への対応や執務に支障がない

場合

利用場面

」琴，留意事項事務連絡記第3の2



、
４行政文書の作成童文 の法 帳簿による登録面

○EASYへの登録に代えて帳簿に記載し､帳簿をEASYに登録する方法伽

《例:●●システムにおいて3件起案(①～③)->決裁》

起案文書管理簿ムテス
起案文書管理癖（●●命令（令和●年度））

大分類：●●●● 中分類：●●●● 小分銅5●●●●

起算巳：令和●年●月●日保存期間；●年保存期間満了日号令和●年●月●日

共有区分：●●●● 決裁の区分：甲
起案文書管理簿

〉
EASY臓考起案巳 決裁日件名

’記載 令和●年●月●日 令和●年●月●巳●●命令（●●）

了和●年●月●日 令和●年●月●巳●●命令（▲▲）

』
●●命令（■■） 令和●隼●月●巳令和●年●月●巳

起案文書①～③
寺 ■ ■

、 l ● I
●

ゾ起案文書①～③をそれぞれ個別に登録することは不要(ただし､ファイルの作成は必要）

ゾ起案文書が保存されるファイルのファイル管理簿の備考欄に｢(－部の文書につき)帳簿により管理」
等と記載し､帳簿とひもづける。

ヅ帳簿の保存期間は､起案文書の保存期間と同じ

」今，下級裁実施通達記第2の5の(1)のイの例､同第3の1の(1)のイ

の(ｱ)､留意事項事務連絡記第3の2



、
‐
１
１
１
Ｊ

司法行政文書の作成 資料登録①

）同種かつ多数の文書を受理又は起案する場合に、当該文書をまとめて1件登録する方法寺ォ

対象文書を特定する方法としては､次のような例が考えられる。

《例1 :●●システムにおいて､●●命令●件起案今決裁(●月～●月まで)》【ソート･検索機能で特定】

○

資料文書として

〉
文書管理

｜ 登登

※件名に特定条件を記載して、

対象文書とひもづけ(｢●●

命令(●月～●月分)｣）※ソート･検索機能で特定 口p-ﾛﾍﾜﾉつ～ロノ司刀ﾉ｣ノ

ソート･検索機能で特定した文書をまとめて1件として資料登録すれば足りる。ゾ

琴，下級裁実施通達記第2の5の(1)のイの杵)､同第3の1の(1)のイの(ｲ)､同第4のな
書き､留意事項事務連絡記第3の2、同6



1司法行政文書の作成司法行政文書の作成 料登録②

《例2紙媒体で●●報告書を●年度に●件受理》【一覧表で特定】

房､、 一覧表

軌
受理文書

(●●報告書

（●年度)） ‐

〉記載

y一覧表で特定した文書をまとめて1件として資料登録すれば足りる。

ゾ一覧表は､対象文言を資料登録するファイルと同一のファイルに保存

ヅ対象文書を資料登録する際の文書管理情報の備考欄に｢●●報告書一覧表(●年度)に掲げる文書｣等
と登録して､対象文書と一寶表をひもづける。

一

｜

’ 』＊下級裁実施通達記第2の5の(1)のイの(ｲ)､第3の1の(1)のイの(ｲ)､第4のなお書き、
留意事項事務連絡記第3の2、同6

●●報告書一覧表（●年度）

1

2

3

4

提出者

●●

▲▲

■■

●▲

受理日

●・●・●

●・●・●

●・●~・●

●・●・●

備考


